
１　中型免許制度の概要

　　　注１　異なる自動車の種類に係る区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種　
　　類に属する自動車とされます。

　　　　　　　例えば、車両総重量１２トン、最大積載量６トン、乗車定員３人の貨物自動車については、車
　　両総重量では大型自動車、最大積載量では中型自動車、乗車定員では普通自動車の基準に
　　該当することとなりますが、改正後の自動車の種類では、大型自動車に分類されます。

　　　注２　中型免許は、２０歳以上の方で、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これ
　　らの免許のいずれかを受けていた期間（免許の効力が停止されていた期間を除きます。）が通
　　算して２年以上のものが、大型免許は、２１歳以上の方で、中型免許、普通免許又は大型特殊
　　免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間（免許の効力が停　
　　止されていた期間を除きます。）が通算して３年以上のものが受験できます。

　　　注３　改正法の施行前に免許を受けた方は、施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転することが
　　できます。

　　　　貨物自動車による事故の防止を図るため、道路交通法の一部を改正する法律（平成１６年法律
第９０号。以下「改正法」といいます。）により、自動車の種類として中型自動車が創設され、これ
に対応する免許の種類として中型免許、中型第二種免許及び中型仮免許が創設されました。

　　　　改正法は、平成１９年６月２日から施行されることとされておりますが、その概要は次のとおりで
す。

現行

車両総重量 ８トン １１トン
最大積載量 ５トン ６．５トン
乗車定員 １１人 ３０人

（２１歳以上、免許期間３年以上）

改正後

車両総重量 ５トン １１トン
最大積載量 ３トン ６．５トン
乗車定員 １１人 ３０人

※　路上試験及び取得時講習（運転しようとする自動車の運転に関する講習及び応急救護処置講習）を実施
※　第二種免許は、普通、中型、大型とも２１歳以上、免許期間３年以上

普通免許
（１８歳以上）

大型免許

特に大きな車両

大型免許
（２０歳以上、免許期間２年以上）

普通免許
（１８歳以上） （２１歳以上、免許期間３年以上）

中型免許
（２０歳以上、免許期間２年以上）


